
（仮称）白滝山ウインドファーム更新事業に係る環境影響評価方法書に対する知事意見

本事業は、 白滝山ウインドファ ー ム株式会社が、 下関市豊北町において、 平成23年
から稼働している 「白滝山ウインドファ ー ム」 （総出力50,000kW、 定格出力2,500kW

の風力発電設備20基）の既設風力発電設備を全て撤去した上で、総出力は維持したま
ま、 定格出力3,000,,....,4,500kW級の発電設備に大型化し、 設置基数を12,,.....,17基程度に削

減して建て替える事業である。
このため、 過去の環境影響評価の結果や事業実施により得られた知見や情報につい

て十分な検証を行い、その結果を活用することにより、環境影響の低減が期待される。

一方、 事業実施区域の拡大に伴い、水源涵養保安林を含む稜線沿いの地形改変が予
定されており、 近年、 全国的に豪雨災害が多発する中、 ひとたび土砂の崩落や流出等
が発生すると、周辺地域の生活環境や自然環境に甚大な影轡を及ぼすこととなるため、
その対策には万全を期す必要がある。

今後、 方法書の記載事項はもとより、 以下の事項についても十分留意した上で、適

切に環境影轡評価を実施し、その結果を踏まえ、環境影響評価準備書（以下「準備書」
という。）を作成すること。

1 全体的事項

(1)環境影孵評価を行う過程において、 評価項目及び手法の選定等に係る事項に新

たな事情が生じた場合は、 必要に応じて評価項目及び手法の見直しを行うなど、
適切に対応すること。

(2)事業実施区域周辺には複数の住居等が存在し、 工事の実施や施設の存在等に伴
う環境影響が懸念されることから、 事業の目的や環境保全措置等について、 地域
住民等に丁寧な説明を行い、 理解を得られるよう努めること。

(3)本方法書では、 風力発電設備の規模や配置等が確定していないことから、 準備
書においては、 これらを明確にし、 環境の保全の配慮に係る検討の経緯やその結

果を詳細に記載すること。

(4)本方法書では、稜線開削や既設風力発電設備の撤去、跡地の原状回復措置等に
係る工事計画が明確にされていないことから、 準備書においては、 工事計画の内

容を可能な限り具体的に記載すること。なお、 その検討に当たっては、集中豪雨

も想定した士砂の崩落や流出等の未然防止、希少な動植物の生息•生育環境の保

全など、本事業の実施に伴う環境影響が回避又は低減されるよう十分に配慮する
こと。

2 個別的事項
(1)騒音等

新設風力発電設備の稼働に伴う騒音及び超低周波音の影響については、風力発
電設備からの距離、風向・風速等の気象条件、高度や地形等を踏まえるとともに、
既設風力発電設備による現況を把握した上で、 適切な調査地点を選定し、 調査、
予測及び評価すること。
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